
【事業の概要】 原子力災害による避難者のための復興県営住宅を整備します

土木部 ９月補正予算（案）

福島県土木部

事業の概要

原子力災害により、避難の継続を余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、
県が避難町村の要請に応じて復興公営住宅を代行で整備することに加え、県自らが復興公営
住宅を整備し、早期に恒久的な住宅を供給します。

木造住宅のイメージ 中層住宅のイメージ

復興県営住宅の整備

施工 完成・入居用地取得造成

設計

９月補正予算分
（５００戸） ※平成２６年度当初

より順次入居予定
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県
（避難地域復興局・土木部）

受入市町村
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※【下記に該当する
町村が対象】

・区域内に警戒区域
等に設定された地域
がある

・役場所在地が当該
自治体区域外にある

・単独の町村営住宅
としての設置が困難
である
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